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河

野

洋
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殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
「
記
録
訂
正
に
よ
り
年
金
受
給
権
を
得
る
こ
と
と
な
る
方
に
対
す
る
年
金
見
込
額
の
試
算
」

及
び
政
府
の
対
応
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
「
記
録
訂
正
に
よ
り
年
金
受
給
権
を
得
る
こ
と
と
な
る
方
に
対
す
る
年
金
見
込
額
の
試

算
」
及
び
政
府
の
対
応
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
全
額
」
が
、
五
年
の
消
滅
時
効
が
完
成
し
て
い
な
い
年
金
と
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金

の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
一
号
）
に
基
づ
き
支
払
わ
れ
る
年
金
の
合
計
額

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
上
の
記
録
に
よ
る
と
、
本
年
十
二
月
十
日
現
在
で
、
御
質
問
に
あ
る

番
号
�
及
び
��
の
者
を
除
き
、
全
額
の
支
払
手
続
が
終
了
し
て
い
る
。
そ
の
支
払
金
額
は
、
番
号
�
の
者
に
つ
い
て
五
百
九

十
七
万
六
千
五
十
円
、
番
号
�
の
者
に
つ
い
て
百
十
九
万
千
八
百
五
十
円
、
番
号
�
の
者
に
つ
い
て
二
百
六
十
六
万
三
千
四

百
十
六
円
、
番
号
�
の
者
に
つ
い
て
百
六
十
三
万
七
千
七
百
円
、
番
号
�
の
者
に
つ
い
て
千
四
百
四
十
七
万
六
千
八
百
四
十

九
円
、
番
号
�
の
者
に
つ
い
て
二
十
七
万
四
千
九
百
五
十
円
、
番
号
	
の
者
に
つ
い
て
千
二
百
三
十
五
万
千
八
十
八
円
、
番

号


の
者
に
つ
い
て
四
百
七
十
五
万
七
千
四
百
九
十
八
円
、
番
号
��
の
者
に
つ
い
て
二
十
四
万
四
千
百
二
十
四
円
、
番
号
��

の
者
に
つ
い
て
三
十
二
万
三
千
六
百
七
十
五
円
、
番
号
��
の
者
に
つ
い
て
四
十
五
万
五
百
三
十
三
円
、
番
号
��
の
者
に
つ
い

て
二
百
二
十
二
万
八
千
四
百
六
十
六
円
、
番
号
��
の
者
に
つ
い
て
二
百
八
十
六
万
六
百
八
十
六
円
、
番
号
��
の
者
に
つ
い
て

一



百
十
六
万
五
千
五
百
四
十
九
円
、
番
号
��
の
者
に
つ
い
て
百
三
十
三
万
七
千
六
百
四
十
一
円
、
番
号
��
の
者
に
つ
い
て
九
百

七
十
六
万
四
千
百
十
六
円
、
番
号
��
の
者
に
つ
い
て
二
百
三
十
四
万
九
千
九
百
九
十
一
円
、
番
号
��
の
者
に
つ
い
て
三
百
二

十
二
万
三
千
六
十
六
円
、
番
号
��
の
者
に
つ
い
て
百
五
十
七
万
八
千
六
百
円
、
番
号
��
の
者
に
つ
い
て
千
百
四
十
九
万
三
千

五
百
六
十
六
円
、
番
号
��
の
者
に
つ
い
て
二
百
二
十
二
万
百
四
十
九
円
、
番
号
�	
の
者
に
つ
い
て
四
百
三
十
一
万
八
千
七
十

三
円
、
番
号
�

の
者
に
つ
い
て
四
十
二
万
五
千
二
十
五
円
、
番
号
��
の
者
に
つ
い
て
三
百
八
十
一
万
四
千
五
百
三
十
三
円
、

番
号
��
の
者
に
つ
い
て
七
百
五
万
六
千
五
百
九
十
九
円
、
番
号
��
の
者
に
つ
い
て
五
万
八
千
百
五
十
円
、
番
号
��
の
者
に
つ

い
て
八
十
一
万
八
百
七
十
四
円
、
番
号
��
の
者
に
つ
い
て
五
十
一
万
五
千
八
百
六
十
五
円
、
番
号
	�
の
者
に
つ
い
て
百
五
十

九
万
千
二
十
四
円
、
番
号
	�
の
者
に
つ
い
て
千
六
百
二
十
一
万
七
千
三
百
八
十
一
円
、
番
号
	�
の
者
に
つ
い
て
八
百
八
十
四

万
五
千
四
百
五
十
五
円
、
番
号
		
の
者
に
つ
い
て
八
百
八
十
四
万
二
千
九
百
六
十
六
円
、
番
号
	

の
者
に
つ
い
て
百
九
十
一

万
四
千
五
百
三
十
三
円
で
あ
る
。

ま
た
、
番
号
�
の
者
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
御
遺
族
に
対
し
、
千
十
九
万
七
千
六
百
四
十
七
円
の
未
支
給
の
年
金
を
お
支

払
い
す
る
予
定
で
あ
り
、
番
号
	�
の
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
年
金
の
裁
定
請
求
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
の
訪
問
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
本
年
中
に
取
り
ま
と
め
を
終
え
る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
公
表
の
時
期
に
つ
い

て
は
、
現
時
点
で
は
未
定
で
あ
る
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
本
年
十
一
月
十
日
に
御
遺
族
か
ら
提
出
さ
れ
た
年
金
受
給
権
者
死
亡
届
に
よ
り
、
番
号
�
の
者
は

同
月
三
日
に
亡
く
な
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
同
月
二
十
六
日
に
、
社
会
保
険
事
務
所
の
職
員
が
御
遺
族
に
お

会
い
し
、
謝
罪
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
、
御
本
人
は
本
年
春
か
ら
入
院
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
お
聞
き
し

た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
今
後
、
御
遺
族
に
対
し
、
千
十
九
万
七
千
六
百
四
十
七
円
の
未
支

給
の
年
金
を
お
支
払
い
す
る
予
定
で
あ
る
。

三


